
岡山労働局雇用環境・均等室
令和２年２月１９日

正社員と非正規社員の
不合理な待遇差の解消について



雇用形態に関わらない公正な待遇の確保に関する改正内容
（パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正）

※パート労働法はパートタイム・有期雇用労働法に変わります
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（１）パートタイム労働者・有期雇用労働者の待遇

①不合理な待遇差をなくすための規定の整備

裁判の際に判断基準となる「均衡待遇規定」「均等待遇規定」をパート・有期・派遣で
統一的に整備します※。
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①職務内容（業務の内容＋責任の程度）とは

業務の内容＝従事する業務（販売職、事務職、製造工など）

責任の程度＝行使する権限の範囲・程度（業務の成果について求められる役割）

トラブル発生時に求められる対応の程度

ノルマ等の成果への期待度

②職務内容と配置の変更の範囲

将来の見込みも含めた転勤、昇進などの人事異動や役割の変化（職務内容の変化
を含む）の有無や範囲

③その他の事情

①、②以外で考慮すべき事情

成果、能力、合理的労使慣行、労使交渉の経緯等
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均等・均衡待遇の考え方
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「職務の内容」「『職務の内容・配置』の変更範囲」が同じか否かの判断手順



労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
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「同一労働同一賃金ガイドライン 」の概要
（短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針）
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★ 諸手当、福利厚生について、一つ一つ検討が必要
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★ 同じ要件を満たす働き方をしているパートタイム、
有期雇用労働者には、支給・付与が必要
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手当名 判 断 本件における手当支給の目的 判 決 理 由

無事故手当 不合理
優良ドライバーの育成や安全な輸送によ
る顧客の信頼の獲得を目的として支給。

正社員と契約社員の職務の内容が同じであり、安全運転お
よび事故防止の必要性は同じ。将来の転勤や出向の可能性
等の相違によって異なるものではない。

作業手当 不合理
特定の作業を行った対価として作業その
ものを金銭的に評価して支給される性質
の賃金。

正社員と契約社員の職務の内容が同じであり、作業に対す
る金銭的評価は、職務内容・配置の変更範囲の相違によっ
て異なるものではない。

給食手当 不合理 従業員の食事に係る補助として支給。

勤務時間中に食事をとる必要がある労働者に対して支給さ
れるもので、正社員と契約社員の職務の内容が同じである
うえ、職務内容・配置の変更範囲の相違と勤務時間中に食
事をとる必要性には関係がない。

住宅手当 不合理ではない
従業員の住宅に要する費用を補助する趣
旨で支給。

正社員は転居を伴う配転が予定されており、契約社員より
も住宅に要する費用が多額となる可能性がある。

皆勤手当 不合理
出勤する運転手を一定数確保する必要が
あることから、皆勤を奨励する趣旨で支
給。

正社員と契約社員の職務の内容が同じであることから、出
勤する者を確保する必要性は同じであり、将来の転勤や出
向の可能性等の相違により異なるものではない。

通勤手当 不合理
通勤に要する交通費を補填する趣旨で支
給。

労働契約に期間の定めがあるか否かによって通勤に必要な
費用が異なるわけではない。正社員と契約社員の職務内
容・配置の変更範囲が異なることは、通勤に必要な費用の
多寡に直接関係はない。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/784/087784_hanrei.pdf

正規雇用労働者と有期雇用労働者の各種手当に関する待遇の違いが不合理かどうかが
争われた事件の最高裁判決（平成30 年6月1日最高裁判決）
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自社の状況が法律の内容に
沿ったものなのかどうか、
点検の手順を示しています。

https:// www.mhlw.go.jp/cont
ent/000467476.pdf

各種手当、福利厚生、教
育訓練、基本給について、
不合理な待遇差解消のた
めの点検・検討手順を示
しています。
業界別マニュアル（スー
パーマーケット業、食品
製造業、印刷業、自動車
部品製造業、生活衛生業、
福祉業）と、全業種共通
の業界共通版があります。
https://www.mhlw.go.j
p/stf/newpage_03984.
html

各種資料（取組手順書等含む）、解説動画等
が用意されています。
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/



待遇の違いの有無 （あてはまるものに○）
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ア
正社員、短時間労働者・有期雇用労働者とも同じ基準で支
給している。

イ

正社員には支給するが、短時間労働者・有期雇用労働者に
は支給しない。
または、正社員、短時間労働者・有期雇用労働者とも支給
するが、支給基準が異なる。

手当を支給している場合は、手当の支給の目的を書き出しましょう。
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⇒「イ」にあてはまる場合は、どのような違いなのか、また、違いを設けている理由
を書き出しましょう。

正社員 パート・有期雇用労働者 違いを設けている理由
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基本給の待遇差が不合理かどうかの判断等を行うには
職務分析・職務評価の手法が有効です！

職務分析・職務評価導入支援サイト
https//part-tanjikan.mhlw.go.jp/estimation

職務評価を用いた
基本給の点検・検討マニュアル
（職務（役割）評価ツールあり）

【職務分析・職務評価導入支援サイト内】
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評価ツール、無
料コンサルティ
ング、セミナー
等の情報を掲載
しています

基本給に関する均
等・均衡待遇の状
況を確認し、等級
制度や賃金制度を
設計する手法であ
る職務評価につい
て解説しています



岡山働き方改革推進支援センターについて
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